
船舶事故調査報告書 

令和３年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和２年７月８日 ２３時３３分ごろ 

発生場所 山口県下関市角
つの

島南東方沖（海士ケ瀬南灯浮標） 

長門
な が と

伊瀬
い せ

灯台から真方位２１５°１,６００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２１.０′ 東経１３０°５２.９′） 

事故の概要 漁船旭
きょく

生
せい

丸は、漂泊中、灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年７月２８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 旭生丸、１７トン 

ＹＧ２－７６５８（漁船登録番号）、個人所有 

第２９１－４３７３２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板に擦過傷 

灯浮標 浮体に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 東流約１.０ノット 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか２人が乗り組み、帰港の目的で、それぞれ５海里

レンジ、１.５海里レンジとした２台のレーダー及びＧＰＳプロッタ

ーを作動させ、約１５ノットの対地速力で手動操舵により北北東進し

ていた。 

船長は、レーダーで自船の右舷船首方から海士ケ瀬南灯浮標（以下

「本件灯浮標」という。）方向に反航する小型漁船を認め、同船が急

に作業灯を点灯したので気になり、本件灯浮標近くで機関を中立運転

として漂泊した。 

本船は、船長が作業灯を点灯した小型漁船に意識を向けていたとこ

ろ、潮流に圧流されて本件灯浮標に衝突した。 

船長は、機関を前進として本件灯浮標から離れ、本事故の発生を海

上保安庁に通報し、自力航行が可能であったので航行を続け、山口県

長門市大浦漁港に入港した。 

分析 本船は、潮流に圧流されながら漂泊中、船長が、急に作業灯を点灯

した小型漁船に意識を向けていたことから、本件灯浮標に接近してい

ることに気付くのが遅れ、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が潮流に圧流されながら漂泊中、船長が、急に作業

灯を点灯した小型漁船に意識を向けていたため、本件灯浮標に接近し

ていることに気付くのが遅れ、本件灯浮標に衝突したものと考えられ



る。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漂泊中は、他船に意識を向けるだけでなく、潮流に圧流されて灯

浮標など周囲に存在する航路施設に接近し過ぎないよう注意する

こと。  
 


